動静脈連携優良認定様式第４号（第３関係）
動静脈連携優良認定業者の認定要件非該当届出書

　年　　月　　日　
　熊本県知事　様

　　　　　　　印

このたび、熊本県産業廃棄物指導要綱第２条第１項に規定する動静脈連携優良認定業者の認定に係る基準に適合しないこととなりましたため、認定証を添えて届出ます。
記
１　認定要件非該当事由
　

２　該当年月日


【留意事項】
（1） 認定を取り消された日から、５年間は申請することができません。	Comment by 0200327: 認定要件の（２）に関しては、当該要件を満たすことができた時点以降申請可能とする。廃掃法に基づく申請ができない期間は、超優良の認定申請も同様とする。
（2） この通知日までに熊本県産業廃棄物指導要綱に基づく手続が完了していないものについては、当該手続きは無効となります。
